
役場からのお知らせ

・
町
県
民
税　
　
　
　

２
期

・
国
民
健
康
保
険
税　

３
期

※�

納
期
限
は
、
各
納
期
月
の
末
日

（
12
月
は
12
月
25
日
）
で
す
。

　

�

末
日
が
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
及

び
振
替
休
日
の
と
き
は
、
次
の

平
日
が
納
期
限
と
な
り
ま
す
。

　

税
金
は
、
納
期
限
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

納
期
限
内
に
納
め
な
い
と
督
促

や
催
告
を
う
け
た
り
、
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［上峰町税の納期限］

納期限のお知らせ

税　目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

町 県 民 税 １期 ２期 ３期 ４期

固 定 資 産 税 １期 ２期 ３期 ４期

軽 自 動 車 税 全期

国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 1０期

税務課　☎５２－７４１１
（課税に関すること　担当：橋本）
（収納に関すること　担当：中島）

⃝問

　　
　
　
　
　

今
月
の
納
期
限
及
び

口
座
振
替
日�

（
９
月
２
日
）

町長あいさつ
　

か
ん
ぽ
生
命
様
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
様
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
ラ
ジ
オ
体
操
連
盟
様

が
共
同
で
主
催
す
る
ラ
ジ
オ
体
操
会

に
は
じ
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

佐
賀
県
ラ
ジ
オ
体
操
連
盟
の
今
村

会
長
に
ラ
ジ
オ
体
操
に
つ
い
て
お
話

を
伺
い
、
ラ
ジ
オ
体
操
が
そ
も
そ
も

い
つ
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
か
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ラ
ジ
オ
体
操
は「
国
民
保
健
体
操
」

が
ル
ー
ツ
で
、
昭
和
３
年
11
月
１
日

の
朝
７
時
に
初
め
て
の
放
送
が
行
わ

れ
、
も
う
す
ぐ
９０
年
の
歴
史
に
な
る

と
の
こ
と
で
す
。

　

年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
体
の
構
造

を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
体
操
だ
か
ら

健
康
効
果
が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
血
行
を
よ
く
し
、
姿
勢
を
よ
く

し
、
筋
肉
を
使
う
こ
と
で
筋
力
が
つ

き
ま
す
。
そ
し
て
全
体
が
引
き
締
ま

り
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
動
き
が
練
り

に
練
っ
て
つ
く
ら
れ
た
健
康
増
進
の

た
め
の
体
操
だ
そ
う
で
す
。

　

毎
朝
７
百
万
人
の
方
々
が
取
り
組

む
ラ
ジ
オ
体
操
で
す
が
、
最
近
は
よ

く
知
ら
な
い
子
ど
も
さ
ん
も
多
い
と

か
…

　

夏
休
み
の
期
間
、
朝
早
く
起
き
る

こ
と
で
、
１
日
を
計
画
的
に
過
ご
し

な
が
ら
充
実
し
た
夏
休
み
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

町
長

武
広　

勇
平
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役場からのお知らせ

令和元年度 上峰町職員採用試験申込受付中

　７月に回覧にてお知らせしました件について、再度お知らせします。
職種・採用予定人数・受験資格

※日本国籍を有しないもの、地方公務員法第1６条に定める欠格条項に該当する者等は受験できません。

職　種 採用予定人数 受　験　資　格

職員採用
統一試験

一般事務
(高卒程度)

若干名

平成４年４月２日から平成1４年４月１日までに生まれた
者で、上峰町に居住している者、又は修学・就職等で町
外に転出しているが、両親等の保護者が上峰町に居住し、
採用後上峰町内に居住する者

第１次試験日及び試験会場
　⃝市町等職員採用統一試験
　　試 験 日　９月22日（日）　９時３０分集合
　　試験会場　佐賀県立佐賀工業高等学校
　　　　　　　（佐賀市緑小路１番１号）
第１次試験合格者発表　1０月上旬（予定）

受験案内・申込書の交付
　⃝窓口での請求
　　上峰町役場２階の総務課で交付します。
　⃝郵便での請求
　　�「採用試験申込書請求」と朱書きした封筒に、

12０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角
型２号）を必ず同封のうえ請求してください。

受験申込受付期間
　�　７月1６日（火）から８月1６日（金）までの土･
日曜･祝祭日を除く８時３０分から1７時15分まで受
け付けます。
　�　郵送の場合は、８月1６日の消印があるものまで
有効です。

上峰町ホームページ
　https://www.town.kamimine.lg.jp/
　（募集要項を掲示しています。）

総務課（担当：宗雲、横尾）　☎５２－２１8１⃝申 ⃝問

　

住
民
の
皆
様
が
利
用
さ
れ
て
い

る
下
水
道
は
、
そ
の
使
用
料
等
で

維
持
管
理
な
ど
に
要
す
る
費
用
を

ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。

　

使
用
料
の
算
定
は
１
か
月
に
つ

き
、
１
世
帯
当
り
２
、０
０
０
円

と
世
帯
員
１
人
当
り
５
０
０
円
を

加
え
た
額
に
消
費
税
が
加
算
さ
れ

た
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
実
際
に
は
一
定
期
間

居
住
実
態
が
な
く
、
算
定
さ
れ
た

使
用
料
と
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か

な
場
合
は
、
申
請
に
よ
っ
て
客
観

的
に
使
用
実
人
数
が
判
断
で
き
る

も
の
を
添
付
（
証
明
）
し
、
減
額

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

が
使
用
料
の
免
除
制
度
で
す
。

申
請
の
方
法

　

免
除
申
請
書
は
建
設
課
に
用
意

し
て
お
り
ま
す
。

必
要
な
書
類
、
証
明
等

　
〔
就
学
・
就
業
〕

　

�

学
生
証
、
在
学
証
明
書
、
就
業

証
明
書
、住
居
の
賃
貸
契
約
書
、

光
熱
水
費
の
領
収
書
等

　
〔
入
院
・
入
所
〕

　

�
入
院
、
入
所
施
設
の
証
明
（
証

明
に
費
用
が
必
要
な
場
合
は
民

生
委
員
の
証
明
で
可
）
、
入
院

費
や
入
所
費
用
の
領
収
書
の
写

し
（
継
続
申
請
の
場
合
）
、
入

院
や
入
所
に
関
す
る
契
約
書
な

ど

　
〔
そ
の
他
〕

　

�

実
際
の
居
住
人
員
が
わ
か
る
書

類
、
証
明
書
等

免
除
の
期
間

　

免
除
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
申
請

が
あ
っ
た
日
の
翌
月
か
ら
減
人
員

分
が
減
額
さ
れ
ま
す
が
、
期
間
は

年
度
単
位
で
、
最
長
で
も
年
度
末

（
３
月
分
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

中
途
で
再
度
同
居
さ
れ
る
場
合
は

必
ず
届
け
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
年
度
（
４
月
以
降
）

も
居
住
し
な
い
事
実
が
継
続
す
る

場
合
は
、
再
度
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

一般世帯の農業集落排水（下水道）使用料の免除
建設課��管理係（担当：堀口）　☎５２－７４１４⃝問
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役場からのお知らせ

子どもの
相談・サークル

育児相談（予約制）
～毎月１回、育児相談を行っています～
　日　程　８月５日（月）
　　　　　９月２日（月）
　時　間　1０時～11時３０分
　場　所　役場１階　健康相談室
　内　容
　　身体測定、離乳食や子どもさんの
　　栄養相談、育児の悩みなど
　※�希望される方は、事前に健康福祉課
（保健師）にご連絡ください。

育児サークル子育てらんど
　日　程
　　８月１日（木）、８日（木）、2９日（木）
　　９月５日（木）、12日（木）、1９日（木）、
　　　　2６日（木）
　時　間　受付：1０時～1０時３０分
　　　　　開始：1０時３０分�
　場　所　おたっしゃ館
　対　象　�就園前の子どもさん
　内　容　�歌遊び、季節の行事など
　※�予約は不要です。入館料は無料です。

子どもの
健診・相談 場所

町民センター

８・９月の健康づくり 健康福祉課　健康増進係（担当：松永、廣瀬）　☎５２－７４１３⃝問

健診・相談項目 対象者 健診日 受付時間

２か月児相談 実施月に
２か月になる児

８月2８日（水）

９時３０分

～

1０時

Ｒ元年６月生

９月25日（水）

Ｒ元年７月生

乳児健診

実施月に
４か月になる児

８月2８日（水）

1３時

～

1３時３０分

Ｈ３1年４月生

９月25日（水）

Ｒ元年５月生

実施月に
1０か月になる児

８月2８日（水）

Ｈ３０年1０月生

９月25日（水）

Ｈ３０年11月生

１歳６か月児
健診

１歳６か月～
１歳８か月

８月７日（水） 1３時～
1３時３０分Ｈ2９年12月生、Ｈ３０年１月生

２歳児相談 ２歳６か月～
２歳８か月

８月９日（金） ９時３０分～
1０時Ｈ2８年12月生、Ｈ2９年１月生

３歳児健診 ３歳７か月～
３歳９か月

９月５日（木） 1３時～
1３時３０分Ｈ2７年12月生、Ｈ2８年１月生

８月　日曜・祭日在宅医 ８月　三養基・鳥栖地区　歯科休日診療当番医
医院名 市町名 電話

４日
（日）

あおぞら
クリニック みやき町 0942－

94－9811
11日
（日） みきクリニック みやき町 0942－

96－9600
12日
（月）

おおば内科・
循環器科医院 みやき町 0942－

50－9912
1８日
（日） 東佐賀病院 みやき町 0942－

94－2048
25日
（日） 大島病院 みやき町 0942－

89－2600

医院名 市町名 電話
４日
（日） ふたば歯科医院 鳥栖市 0942－

82－5466
11日
（日） 照崎歯科医院 鳥栖市 0942－

85－1575
12日
（月） とおやま歯科医院 鳥栖市 0942－

84－8217
1８日
（日） スマイル歯科医院 みやき町 0942－

94－9603
25日
（日） 中川歯科医院 鳥栖市 0942－

87－3558
診療時間は９時～1７時まで。
必ず医療機関に確認のうえ、受診してください。

診療時間は９時～12時まで。
必ず医療機関に確認のうえ、受診してください。
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役場からのお知らせ

ひとり親家庭等医療費助成制度
住民課��子育て支援係（担当：福島）　☎５２－７４１２⃝問

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
　　
　
　
　
　

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
父
母
や
児

童
等
が
病
院
な
ど
で
保
険
診
療
を

受
け
た
場
合
、
医
療
費
の
自
己
負

担
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
対
象
者�

�
�

・�

母
子
家
庭
の
母
及
び
そ
の
者
に

監
護
さ
れ
て
い
る
児
童�

・�

父
子
家
庭
の
父
及
び
そ
の
者
に

監
護
さ
れ
て
い
る
児
童

・�

父
母
の
い
な
い
児
童
（
両
親
が

障
害
に
よ
り
労
働
能
力
が
な
く
、

児
童
が
扶
養
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
及
び
両
親
が
海
外
に
居
住
し
て

い
る
為
、
児
童
が
扶
養
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
を
含
む
。）�

助
成
期
間

・
父
、
母

：�
児
童
が
2０
歳
に
な
っ

た
日
の
前
日
ま
で

・
児　

童

：�
1８
歳
に
な
っ
た
年
の

年
度
末
ま
で

助
成
額

・�

保
険
診
療
に
よ
る
一
部
負
担
額

（�

高
額
療
養
費
、
付
加
給
付
を

除
く
。）

※�

ひ
と
り
１
か
月
に
つ
き
、
５
０

０
円
の
自
己
負
担
が
必
要
で
す
。

※�

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

制
度
に
は
、
所
得
制
限
（
申
請

者
及
び
同
居
の
扶
養
義
務
者
）

等
の
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
の

で
、
助
成
対
象
者
全
て
の
方
が

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
上
記
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者

の
皆
様
へ

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
受
給
資
格
証
の
更
新

手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！！

更
新
受
付
期
間

　

８
月
１
日
（
木
）
～

�

８
月
３０
日
（
金
）

※�

受
付
開
始
日
よ
り
前
に
は
手
続

き
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

※�

更
新
手
続
き
を
行
わ
な
い
場
合

は
、
９
月
以
降
の
医
療
費
助
成

が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

　

０
歳
～
1８
歳
ま
で
の
児
童
が
子

ど
も
の
医
療
費
助
成
受
給
資
格
証

を
使
用
し
て
受
診
し
た
と
き
、
医

療
機
関
窓
口
に
て
お
支
払
い
さ
れ

た
金
額
が
、
ひ
と
月
に
５
０
０
円

以
上
（
※
同
じ
月
診
療
で
５
０
０

円
支
払
っ
た
領
収
書
が
あ
る
）
の

場
合
、
役
場
へ
申
請
い
た
だ
き
ま

す
と
、
５
０
０
円
を
超
え
た
額
を

助
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
は
、
８

月
１
日（
木
）～
８
月
３０
日（
金
）

ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�
受
付
開
始
日
よ
り
前
に
は
提
出

で
き
ま
せ
ん
。

※�

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
８
月

以
降
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
1８
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３1

日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
ど
も
（
中

度
以
上
の
障
害
を
有
す
る
場
合
は

2０
歳
未
満
）
が
い
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
父
ま
た
は
母
な
ど
に
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、
申
請
（
認
定
請

求
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請

を
考
え
ら
れ
て
い
る
方
は
、
住
民

課
子
育
て
支
援
係
ま
で
ご
確
認
の

う
え
、手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者

　

1８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
３1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

ど
も
（
中
度
以
上
の
障
害
を
有
す

る
場
合
2０
歳
未
満
）
が
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
な
ど
。

支
給
期
月

　

平
成
３1
年
４
月
、
令
和
元
年
８

月
、
11
月
、
令
和
２
年
１
月
、
３

月
（
現
行
～
法
改
正
後
支
払
以
降

月
）

◎�

児
童
扶
養
手
当
法
改
正
に
よ

り
、
令
和
元
年
１１
月
よ
り
、
年

６
回
の
支
払
い
（
奇
数
月
）
と

な
り
ま
す
。

※�

児
童
扶
養
手
当
に
は
、
所
得
制

限
（
申
請
者
及
び
同
居
の
扶
養

義
務
者
）
等
の
支
給
制
限
が
あ

り
ま
す
の
で
、
支
給
対
象
者
全

て
の
方
が
手
当
を
受
給
で
き
る

と
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
上
記
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

児童扶養手当現況届の提出を忘れずに!!
住民課��子育て支援係（担当：福島）　☎５２－７４１２⃝問
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役場からのお知らせ

○�

幼
稚
園
、
保
育
園
、
認
定
こ
ど

も
園
を
利
用
す
る
３
歳
か
ら
５

歳
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
達
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
０
歳
か
ら

２
歳
児
ク
ラ
ス
ま
で
の
子
ど
も

達
の
利
用
料
が
無
料
に
な
り
ま

す
。（
特
に
手
続
き
は
必
要
な
し
）

※�

但
し
、
保
護
者
か
ら
実
費
で
徴

収
し
て
い
る
費
用（
通
園
バ
ス
、

給
食
費
、
行
事
費
な
ど
）
は
、

無
償
化
の
対
象
外
で
す
。

○�

認
定
こ
ど
も
園
等（
１
号
認
定
）

の
預
か
り
保
育
の
利
用
料
が
利

用
日
数
に
応
じ
、
最
大
月
額
１

１
、３
０
０
円
ま
で
の
範
囲
で

無
料
に
な
り
ま
す
。

　

�

対
象
と
な
る
た
め
に
は
町
か
ら

「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○�

認
可
外
保
育
施
設
等
を
利
用
す

る
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
子
ど

も
達
は
、
最
大
月
額
３
７
、０

０
０
円
ま
で
、
０
歳
か
ら
２
歳

児
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
子
ど
も
達
は
月
額
４
２
、０

０
０
円
ま
で
の
利
用
料
が
無
料

に
な
り
ま
す
。

　

�

対
象
と
な
る
た
め
に
は
町
か
ら

「
保
育
の
必
要
性
の
認
定
」
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※�

認
可
外
保
育
施
設
に
加
え
、
一

時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事

業
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
事
業
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

○�

施
設
等
利
用
給
付
認
定
（
保
育

の
必
要
性
の
認
定
）
申
請
書
類

は
、
住
民
課
（
４
番
窓
口
）
及

び
町
内
認
定
こ
ど
も
園
に
て
８

月
５
日
（
月
）
よ
り
配
布
い
た

し
ま
す
。
ま
た
、
上
峰
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
能
で
す
。（
保
育
の
必
要

性
を
認
定
す
る
た
め
に
は
、
家

族
全
員
の
就
労
証
明
書
等
の
提

出
が
必
要
で
す
）

　

�

詳
し
く
は
上
峰
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

○�

町
外
の
施
設
を
ご
利
用
の
方
は

住
民
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

10月から幼児教育・保育の無償化がスタート
住民課��子育て支援係（担当：寺﨑、江頭）　☎５２－７４１２⃝問

特別児童扶養手当所得状況
届の提出を忘れずに！！

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況

届
は
８
月
１３
日
（
火
）
か
ら
９

月
１１
日
（
水
）
ま
で
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者　

身
体
や
精
神
に

中
度
以
上
の
障
害
を
有
す
る
2０

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
若
し
く
は
母
、
ま
た
は
養

育
者
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

手
当
額　

次
の
と
お
り
で
す
。

〔
区
分
〕

　

児
童
１
人
の
と
き

１
級
（
重
度
）
該
当

　

月
額　

５
２
、２
０
０
円

２
級
（
中
度
）
該
当

　

月
額　

３
４
、７
７
０
円

※�

手
当
に
は
、
所
得
制
限
（
申

請
者
及
び
同
居
の
扶
養
義
務

者
）
等
の
支
給
制
限
が
あ
り

ま
す
の
で
、
支
給
対
象
者
す

べ
て
の
方
が
手
当
を
受
給
で

き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

※�

ま
た
提
出
さ
れ
な
い
場
合

は
、
８
月
以
降
の
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

健康福祉課��福祉介護係（担当：中川）　☎５２－７４１３⃝問

国民健康保険人間ドック

　

国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
方

で
、
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
を
希
望

さ
れ
る
方
を
対
象
に
、
検
診
費
用

の
補
助
を
行
い
ま
す
。
受
診
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
国
民
健
康
保
険

証
及
び
印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
、

役
場
健
康
福
祉
課
に
て
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
受
付
期
間
は

下
記
の
と
お
り
で
す
）

対
象
者

①�

昭
和
2０
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

5４
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

②�
特
定
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
方

③�

国
保
税
の
滞
納
が
な
い
世
帯
の
方

対
象
人
員

　

1３
名
（
申
請
は
先
着
順
）

　

※
７
月
1９
日
現
在

検
査
時
期

　

８
月
か
ら
12
月
末
ま
で

申
請
受
付
期
間

　

７
月
か
ら
11
月
末
ま
で

検
査
機
関　

医
療
法
人
三
樹
会

　
　
　
　
　

三
樹
病
院

自
己
負
担
額　

１
３
、０
０
０
円

※�

電
話
で
の
申
し
込
み
受
付
は
い

た
し
ま
せ
ん
。

健康福祉課��保険年金係（担当：川原、鶴田）　☎５２－７４１３⃝問
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役場からのお知らせ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場

合
、
保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と

比
べ
、
老
齢
基
礎
年
金
（
６5
歳
か

ら
受
け
ら
れ
る
年
金
）
の
受
け
取

り
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、
免
除
等
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
1０
年
以
内
で
あ
れ
ば

遡
っ
て
納
め
る
（
追
納
）
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受

け
ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
３
年
度
目
以
降
の
追
納
の

場
合
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定

の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、古
い
月
の
も
の
か
ら
納

付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、次

の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎�

一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、

納
付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
追
納
は
で
き

ま
せ
ん
。

◎�「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が
「
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特

例
期
間
」
よ
り
先
に
経
過
し
た

月
分
で
あ
る
場
合
は
、
ど
ち
ら

を
優
先
し
て
納
め
る
か
本
人
が

選
択
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０

−
０
０

３

−

０
０
４
）
ま
た
は
年
金
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
健康福祉課��保険年金係（担当：川原、鶴田）　☎５２－７４１３／佐賀年金事務所　☎３１－４１９１⃝問

　

現
在
、月
曜
日
か
ら
土
曜
日（
祝

日
、
年
末
年
始
除
く
）
の
８
時
か

ら
1７
時
ま
で
運
行
し
て
い
る
乗
合

タ
ク
シ
ー
（
通
常
運
行
）
に
つ
い

て
、
台
風
な
ど
の
災
害
時
、
乗
合

タ
ク
シ
ー
運
行
時
間
外
に
自
主
避

難
所
が
開
設
さ
れ
た
場
合
、
特
別

運
行
便
と
し
て
、
運
賃
無
料
で
運

行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

利
用
方
法
は
、
通
常
の
乗
合
タ

ク
シ
ー
と
同
様
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

室
へ
予
約
を
行
う
こ
と
で
、
ご
自

宅
ま
で
乗
合
タ
ク
シ
ー
が
お
迎
え

に
伺
い
ま
す
。
事
前
に
利
用
者
登

録
が
必
要
で
す
の
で
、
ご
利
用
を

お
考
え
の
方
は
、
登
録
を
お
願
い

し
ま
す
。

運
行
日
時

　

自
主
避
難
所
開
設
時
の
乗
合
タ

ク
シ
ー
通
常
運
行
時
間
外

運
賃

　

無
料

利
用
方
法

　

乗
合
タ
ク
シ
ー
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

室
へ
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
室
電
話
番
号

　

☎
０
９
５
２

－

３７

－

１
４
８
９

【
注
意
】

　

自
主
避
難
所
開
設
が
乗
合
タ
ク

シ
ー
運
行
時
間
内
の
場
合
は
、
通

常
通
り
の
運
賃
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
運
行
便
の
予
約
開

始
時
間
お
よ
び
終
了
時
間
は
放
送

等
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

自主避難所開設時「乗合タクシー」の特別運行便について
健康福祉課��福祉介護係（担当：福島）　☎５２－７４１３⃝問
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役場からのお知らせ

住民課　環境係　　　　　　　　
（担当：本石、江﨑）　☎５２－７４１２

⃝申 ⃝問住民課　環境係　　　　　　　　
（担当：本石、江﨑）　☎５２－７４１２

⃝申 ⃝問

住宅用太陽光発電システム
設置費用の一部を補助します

生ごみ処理機器購入費用
の一部を補助します

　

上
峰
町
で
は
地
球
温
暖
化

問
題
へ
の
取
り
組
み
の
一
つ

と
し
て
住
宅
用
太
陽
光
発
電

シ
ス
テ
ム
設
置
費
用
の
一
部

を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
金
の
額

　

出
力
１
ｋ
Ｗ
当
た
り

　

２
０
、０
０
０
円
と
し
、

　

上
限
８
０
、０
０
０
円

　

上
峰
町
で
は
ご
み
減
量
へ

の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て

生
ご
み
処
理
機
器
購
入
費
用

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま

す
。
生
ご
み
処
理
機
を
使
用

す
る
と
生
ご
み
の
量
を
減
ら

せ
る
だ
け
で
な

く
、
た
い
肥
と

し
て
利
用
で
き

た
り
、
台
所
が

衛
生
的
に
な
る

メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

補
助
金
の
額

①�

生
ご
み
コ
ン
ポ
ス
ト
化
容

器

　

購
入
金
額
の
１
／
２

　

上
限　

２
、０
０
０
円

②�

電
動
生
ご
み
処
理
機

　

購
入
金
額
の
１
／
２

　

上
限　

２
０
、０
０
０
円

ごみ減量速報
１人当たりごみ排出量（月間）

可燃・不燃・粗大ごみ合計

6月

資源物の回収量（月間）

皆さんのご協力で集まった資源物

※施設で燃やすごみは、40％近く水分が含まれています。生ごみ等の水切りのご協力をお願いいたします。

前年同月比

－２.05 kg

0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0

排
出
量
（
㎏
）

H29 25.44
H30 25.25
R 元 23.20

6月
前年同月比

－０.34ｔ

0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0

回
収
量
（
ｔ
）

H29 16.72
H30 16.29
R 元 15.95

ゴミ収集場所

・�

燃
や
せ
る
ご
み
、
燃
や
せ
な
い

ご
み
、
資
源
物
の
収
集
は
通
常

通
り
収
集
い
た
し
ま
す
。

※�

８
月
1３
日
か
ら
８
月
15
日
ま
で

の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
緊
急

を
要
す
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合

は
各
保
健
福
祉
事
務
所
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

※�

佐
賀
県
犬
猫
譲
渡
セ
ン
タ
ー

は
、８
月
1０
日（
土
）、1３
日（
火
）

及
び
1４
日（
水
）、
15
日（
木
）も

譲
渡
事
業
を
行
い
ま
す
。

・
し
尿
汲
み
取
り
の
休
業
日

　

８
月
１３
日（
火
）～
１５
日（
木
）

　

第
一
環
境
整
備
事
業
所

（
☎
０
９
４
２

－

９４

－

３
３
５
７
）

環境衛生業務のお盆休業
住民課��環境係（担当：本石、江﨑）　☎５２－７４１２⃝問

・狂犬病予防、動物保護関係の休業日
期　間 業務体制

８月1０日（土） 週休日（犬猫譲渡センター開館日）
８月11日（日） 週休日８月12日（月）
８月1３日（火） お盆期間

※犬猫の引取・回収
　業務休止

８月1４日（水）
８月15日（木）
８月1６日（金） 通常業務
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役場からのお知らせ

中学校の行事
２日（金）� 上峰小６年生中学校体験入学
５日（月）～６日（火）
� �防災教育に係る宮城県仙台市
� ～東松島市への視察学習
６日（火）～８日（木）　JRCトレセン
９日（金）� 全校登校日
2０日（火）～21日（水）
� ３年SAGAテスト
2３日（金）� 体育大会結団式
2６日（月）～2９日（木）
� 体育大会リーダー練習

小学校の行事
２日（金）� 中学校体験入学（６年生）
21日（水）� 全校登校日、平和集会、
� ３時間授業（全学年）
25日（日）� PTA除草作業

８月の
小・中学校行事

総合型地域スポーツクラブ
友遊スポーツかみみね
　　　　　　　（旧　ふれあい友遊かみみね）

☎０９０－９５９９－8００７（松井）⃝問

ほ
お
づ
き
の
花
は
い
く
つ
と
背
を
丸
め	

�

井
手
口
　
鶴
田
ふ
さ
子

介
護
と
は
人
の
優
し
さ
尋
ぬ
夏	

�

坊
　
所
　
稲
益
志
津
子

古
寺
に
彩
り
添
え
て
四よ

葩ひ
ら

の
香	

�

郡
　
境
　
小
出
　
　
満

遠と
お

刈か
ん

田だ

ひ
こ
ば
え
褥し

と
ね

や
君
は
逝
く	

�

江
　
迎
　
吉
田
　
　
茂

米
寿
と
は
我
事
な
り
や
夏
に
問
い	

�

坊
　
所
　
稲
益
　
正
清

※
四
葩（
よ
ひ
ら
）…
あ
じ
さ
い

俳 

句

短 

歌
星
に
な
る
事
を
信
じ
た
幼お

さ
な
ご子
の

　

夢
を
壊
す
な
銀
河
の
星
よ	

�

下
津
毛
　
野
口
ヒ
デ
子

夫
と
共
生
き
続
け
た
り
六
十
年

　

共
に
は
げ
ま
し
な
ぐ
さ
め
つ
づ
け	�

坊
　
所
　
稲
益
志
津
子

七
夕
は
我
が
生
ま
れ
月
八
十
九

　

卆
寿
も
近
し
妻
の
支
え
で	

�

坊
　
所
　
稲
益
　
正
清

麦
秋
や
短
歌
詠
み
に
し
友
は
逝
き

　

隣
り
の
席
の
空
き
し
は
虚む

な

し
や
も	�

江
　
迎
　
吉
田
　
　
茂

“夏休みだよ！子ども体験教室！！”開催
　《気軽にご参加ください》
　ミニテニス教室／８月６日、2０日、2７日（火）
　ラージ卓球教室／８月８日、22日、2９日（木）
　スポーツ吹矢教室／８月２日、９日、2３日（金）

２期（８月～11月）スタート！！
【友遊サークル事業】
　�ミニテニス、ソフトバレー、スポーツ吹矢、ラー
ジ卓球、ストレッチ、バドミントン、スポーツ
屋台村

【フィットネス事業】
　�ヨガ教室、あさヨガ教室、美ダンス／ZUMBA
教室

【ジュニア育成事業】
　�ジュニアスポーツ教室、スポーツトレーニング
教室、　ダンス教室

※�町民センター工事に伴い一部会場が変更となっています。
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